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１ 計画策定の趣旨                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

（１） 計画策定の背景・趣旨 

●  全国的に少子高齢化の進行が年々深刻化する中，核家族化の進展や地域とのつながりの希薄化，女性の社

会進出に伴う共働き家庭の増加，就労環境の多様化などを背景として，子どもや子育てをめぐる環境は日々

大きく変化しています。 

●  平成２７年に第１期計画となる「呉市子ども・子育て支援事業計画」を策定し，市民，地域，行政の協働

による子育て環境の整備に取り組んできましたが，出生数は年々減少しており，今後も加速度的な少子高齢

化の進行が懸念されています。 

第２期計画では，子どもの健やかな育ちと保護者の子育てを地域全体で支援する環境を整備するとともに，

子育て世代が住みやすいまちを目指していきます。 

（２） 計画の位置付け 

●  本計画は，子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号）第６１条の規定に基づく「子ども・子育て

支援事業計画」です。 

また，次世代育成支援対策推進法（平成１５年法律第１２０号）が平成２６年に改正され，同法の有効期

限が１０年間延長されたこと（令和７年３月３１日まで）から，同法第８条の規定に基づく「市町村行動計

画」として一体的に策定しています。 

さらにあわせて，子どもの貧困対策の推進に関する法律（平成２５年法律第６４号）が令和元年６月に改

正され，市町村においても策定が努力義務となっている「子どもの貧困対策推進計画」も，本計画と一体的

に策定しています。 

●  第４次呉市長期総合計画の下位計画として位置付け，教育・保育事業，地域子ども・子育て支援事業につ

いて計画期間内に量の見込みに応じた供給体制を整備するためなどの計画とします。 

（３） 計画の期間 

計画の期間は，令和２年度から令和６年度までの５年間とし，計画期間中においても，社会経済情勢や本

市の状況の変化，子育て家庭のニーズ等に適切に対応するため，必要に応じて見直しを行います。 

 
■ 児童人口等の推移と推計 

０歳から１１歳までの子どもの人口は減少を続けており，平成３１年は１９，２８７人，内訳は０～５歳 

８，８２９人，６～１１歳１０，４５８人となっています。 

このまま推移すると，令和６年の推計は１６，１６６人となり，内訳は０～５歳が７，０９０人，６～ 

１１歳が９，０７６人と見込んでいます。 

 

 

■ 合計特殊出生率の推移  

  平成２８年度の呉市の合計特殊出生率は１．４８と全国平均をやや上回っています。平成１７年以降は上 

昇傾向にありましたが，平成２４年度以降は上昇と下降を繰り返しています。また，広島県平均（１．５７）

よりは下回っている状況にあります。 

（合計特殊出生率=１５歳から４９歳までの女性の年齢別出生率の合計で，１人の女性が一生の間に 

産む子どもの平均数） 

２ 子育て家庭を取り巻く現状                                        
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【基本理念】 す く す く ・ の び の び ・ 子 育 て が 楽 し い ま ち  く れ 

 

（１）子ども・子育て支援新制度について 

平成２４年８月に成立した「子ども・子育て関連３法」に基づく新しい制度は，平成２７年４月から運用を開始し

ています。 

■子ども・子育て支援給付，地域子ども・子育て支援事業の全体像 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

○子ども・子育て支援給付                          

 

 子どものための教育・保育給付  認定こども園，幼稚園，保育所，  

地域型保育事業に係る共通の財政支援 

■施設型給付・・・・・認定こども園，幼稚園（新制度），保育所 

■地域型保育給付・・・小規模保育事業，家庭的保育事業，事業所内保育事業， 

居宅訪問型保育事業 
 

 子育てのための施設等利用給付  幼稚園（未移行），認可外保育施設， 

預かり保育等の利用に係る支援 

■施設等利用費・・・・幼稚園（未移行），認可外保育施設，預かり保育等 

 

 子どものための現金給付  

■児童手当 

 

○その他の子ども及び子どもを養育している者に必要な支援           

 

 地域子ども・子育て支援事業  地域の実情に応じた子育て支援 

■利用者支援事業 

■地域子育て支援拠点事業 

■一時預かり事業 

■乳児家庭全戸訪問事業 

■養育支援訪問事業等 

■子育て短期支援事業 

■子育て援助活動支援事業 

■延長保育事業 

■病児保育事業 

■放課後児童健全育成事業 

■妊婦健診 

■実費徴収に係る補足給付を行う事業 

■多様な事業者の参入促進・能力活用事業 

  

 仕事・子育て両立支援事業  仕事と子育ての両立支援 

■企業主導型保育事業 

■企業主導型ベビーシッター利用者支援事業 

 

 

４ 子ども・子育て支援の取組                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１期計画では，少子高齢化の進展に伴う子どもを取り巻く環境の変化に対応するため，平成２７年度から令和

元年度までの５年間，計画に沿った取組を推進してきました。 

第２期計画では，子どもの貧困や児童虐待など，急速に顕在化してきた課題への早急な対応や，第１期計画期間

を終えるに当たり，抽出された新たな課題，さらに継続した支援が必要な課題などについて，重点的に取り組んで

いくとともに，「子どもの最善の利益」が実現される社会を引き続き目指していきます。  

 

 

 

３ 計画の基本的な考え方                                        
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（２）子ども・子育て支援事業計画における提供区域の設定 

   ■ 提供区域とは 

 

 

 

 

■ 提供区域の設定 

NO. 事業名 提供区域 区域設定の理由 

1 教育・保育事業 7 ブロック 

幼稚園や保育所等の利用実態を考慮し 
7 ブロックに設定します。 
 
※7 ブロック 
①天応・吉浦 ②中央・宮原・警固屋 

 ③音戸・倉橋  
④阿賀・広・仁方・郷原 

 ⑤川尻・安浦 ⑥昭和 
 ⑦安芸灘（下蒲刈・蒲刈・豊浜・豊） 

2 一時預かり事業 
7 ブロック 

（教育・保育と同様の区域設定） 

教育・保育施設で実施される事業である
ことから，教育・保育事業と同じ７ブロ
ックに設定します。 3 延長保育事業 

4 病児・病後児保育事業 
1 ブロック 
（全市） 

不定期に利用される事業であり，医療機
関との連携を基本としているため，１ブ
ロック（全市）に設定します。 

5 地域子育て支援拠点事業 
7 ブロック 

（教育・保育と同様の区域設定） 

子育て交流ひろば（くれくれ・ば，ひろ
ひろ・ば）や保育所，認定こども園で実
施される事業であることから，教育・保
育事業と同じ，7 ブロックに設定します。 

6 
乳児家庭全戸訪問事業 

(こんにちは赤ちゃん事業) 

1 ブロック 
（全市） 

訪問型の事業であり，全ての地区で一斉
に実施する事業であることから 1 ブロッ
ク（全市）に設定します。 

7 妊婦健康診査事業 
1 ブロック 
（全市） 

医療機関を自由に選択できるため， 1 ブ
ロック（全市）に設定します。 

8 
子育て短期支援事業 

（ショートステイ，トワイライトステイ） 

1 ブロック 
（全市） 

利用実態が全市的に広範囲で行われてい
るため，1 ブロック（全市）に設定しま
す。 
 

9 
子育て援助活動支援事業 

（ファミリー・サポート・センター事業） 

10 

養育支援訪問事業，要保護児

童等に対する支援に資する

事業 

11 
放課後児童健全育成事業 

（放課後児童会） 

35 ブロック 
（小学校区） 

利用実態が，自らが通う小学校区を基本
としているため，35 ブロック（小学校区）
とします。 

12 利用者支援事業 

1 ブロック 
（全市） 

利用実態が全市的な広範囲で行われるこ
とが想定されるため，1 ブロック（全市）
に設定します。 

13 実費徴収に係る補足給付を行う事業 

14 
多様な主体が参入すること

を促進するための事業 

 

子ども・子育て支援法では，子ども・子育て支援事業計画の策定に当たり，市町村は，地理的条件，人

口，交通事情などの社会的条件，現在の教育・保育の利用状況や施設の整備の状況などを総合的に勘案し

て，保護者や子どもが居宅より容易に移動することが可能な区域を，提供区域として設定しなければなら

ないとされています。 
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（３）教育・保育事業の量の見込みと確保方策について 

 

 

 

 

■教育・保育の提供体制の確保方策 

 ○既存の認可施設・認可事業での対応を基本とします。 

 ○既存の認可施設等で対応できない場合は，小規模保育事業などの認可事業を活用します。また，認定こども 

園への移行も進めます。 

 

①天応・吉浦                                     （単位：人） 

年  度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

量の見込み ２７０ ２６２ ２５２ ２４６ ２３７ 

確保方策 ２７０ ２６２ ２５２ ２４６ ２３７ 

過不足 ０ ０ ０ ０ ０ 

②中央・宮原・警固屋                                 （単位：人） 

年  度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

量の見込み １，７４５ １，７０５ １，６５６ １，６１１ １，５５６ 

確保方策 １，７４５ １，７０５ １，６５６ １，６１１ １，５５６ 

過不足 ０ ０ ０ ０ ０ 

③音戸・倉橋                                     （単位：人） 

年  度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

量の見込み ２６３ ２５４ ２４２ ２３６ ２２９ 

確保方策 ２６３ ２５４ ２４２ ２３６ ２２９ 

過不足 ０ ０ ０ ０ ０ 

④阿賀・広・仁方・郷原                                （単位：人） 

年  度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

量の見込み ２，０８６ ２，０３０ １，９４２ １，８９１ １，８２３ 

確保方策 ２，０８６ ２，０３０ １，９４２ １，８９１ １，８２３ 

過不足 ０ ０ ０ ０ ０ 

⑤川尻・安浦                                     （単位：人） 

年  度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

量の見込み ３９９ ３９９ ３８３ ３７１ ３５８ 

確保方策 ３９９ ３９９ ３８３ ３７１ ３５８ 

過不足 ０ ０ ０ ０ ０ 

⑥昭和                                        （単位：人） 

年  度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

量の見込み ９７６ ９６３ ９１９ ８９４ ８６４ 

確保方策 ９７２ ９６３ ９１９ ８９４ ８６４ 

過不足 ▲４ ０ ０ ０ ０ 

⑦安芸灘                                               （単位：人） 

年  度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

量の見込み ４８ ４７ ４５ ４５ ４５ 

確保方策 ４８ ４７ ４５ ４５ ４５ 

過不足 ０ ０ ０ ０ ０ 

 

教育・保育の利用状況やニーズ調査（平成３０年１２月実施）で把握した利用希望のほか，女性の就業率向

上等を踏まえ，提供区域ごとの各年度における量の見込み及び確保方策を設定します。 

なお，確保方策は施設の利用定員を基本としますが，既に量の見込みを充足する場合は，見込み値をそのま

ま確保方策として設定しています。 
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（４）地域子ども・子育て支援事業の量の見込みと確保方策について 

①一時預かり事業（在園児以外の一時預かり） 

家庭において保育を受けることが一時的に困難となった乳幼児について，教育・保育施設などで一時的に預かる

事業です。                                         （単位：人）  

 
令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

量の見込み ８，９３９ ８，５５２ ８，１３５ ７，８２７ ７，４８６ 

確保方策（一時預かり実施か所） １５か所 １５か所 １６か所 ２０か所 ２２か所 

過不足 ▲２，９９１ ▲２，４６７ ▲１，９１５ ▲１，１９５ ▲２４ 

預かり事業を実施していない提供区域が一部ありますが，ニーズに対応できるよう対策を検討します。 

②延長保育事業 

保育認定を受けた子どもについて，通常の利用日に認定時間（保育標準時間・保育短時間）を超えて，認定こ

ども園，保育所で保育を実施する事業です。                                        （単位：人） 

 
令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

量の見込み １，４２３ １，３６１ １，２９４ １，２４７ １，１９２ 

確保方策 １，３４７ １，３５１ １，２９４ １，２４７ １，１９２ 

過不足 ▲７６ ▲１０ 0 0 0 

③病児・病後児保育事業 

病児・病後児について，病気や病気からの回復期などで集団保育などが困難な子どもを病院などにおいて付設

された専用スペースで，看護師等が一時的に保育等を実施する事業です。        （単位：人） 

  令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

量の見込み ６，７６７ ６，４７３ ６，１５７ ５，９２４ ５，６６５ 

確保方策 
施設数 

併設型 ２か所 ３か所 ４か所 ４か所 ４か所 

体調不良児型 ０か所 １か所 １か所 １か所 ２か所 

延べ人数 ２，６７０ ３，８８４ ５，２６９ ５，２６９ ５，６６５ 

過不足 ▲４，０９７ ▲２，５８９ ▲８８８ ▲６５５ 0 

 新たな施設の増設や施設内の定員増，利便性の向上などを行いニーズに対応できるよう対策を検討します。 

④地域子育て支援拠点事業 

乳幼児及びその保護者が相互に交流を行う場所として開設し，子育てについての相談や各種情報の提供，助言

その他の援助を行う事業です。                                                  （単位：人） 

                           令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

量の見込み １０９，１５６ １０３，３５５ １００，５４４ ９７，２３５ ９４，０６５ 

確保方策 
くれくれ・ば，ひろひろ・ば ７９，９５４ ７５，１３０ ７２，５６０ ６９，１０８ ６６，４０７ 

地域子育て支援センター １８，０３４ ２０，３４７ ２１，２１１ ２２，９８９ ２７，６５８ 

過不足 ▲１１，１６８ ▲７，８７８ ▲６，７７３ ▲５，１３８ 0 

認定こども園への移行促進などにより「地域子育て支援拠点事業」を実施する施設が増えるよう，対策を検討し

ます。 

⑤乳児家庭全戸訪問事業（こんにちは赤ちゃん事業） 

生後４か月までの乳児のいる全ての家庭を訪問し，子育て支援に関する情報提供や乳児及びその保護者の心身

の状況，養育環境の把握を行う事業です。                                        （単位：人） 

                      令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

量の見込み １，２０２ １，１７８ １，１５５ １，１３１ １，１０９ 

確保方策 １，２０２ １，１７８ １，１５５ １，１３１ １，１０９ 

過不足 ０ ０ ０ ０ ０ 
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⑥妊婦健康診査事業 

妊婦の健康の保持及び増進を図るため，妊婦に対する健康診査として，健康状態の把握，検査計測，保健指導を

実施するとともに，妊娠期間中の適時に応じた医学的検査を実施する事業です。 

    （単位：人） 

  令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

量の見込み １５，５７０ １５，２５１ １４，９５７ １４，６５１ １４，３６９ 

確保方策 １５，５７０ １５，２５１ １４，９５７ １４，６５１ １４，３６９ 

過不足 ０ ０ ０ ０ ０ 

⑦子育て短期支援事業（ショートステイ，トワイライトステイ） 

保護者の疾病等の理由により，家庭での養育が一時的に困難となった児童を，児童養護施設等に入所させ，必要

な保護を行う（ショートステイ）事業及び夜間養護等（トワイライトステイ）事業です。 

                                               （単位：延利用日数） 

【ショートステイ】 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

量の見込み ３２７ ３１３ ２９８ ２８６ ２７４ 

確保方策 ４４０ ４４０ ４４０ ４４０ ４４０ 

過不足 １１３ １２７ １４２ １５４ １６６ 

【トワイライトステイ】 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

量の見込み ２７８ ２６６ ２５３ ２４４ ２３３ 

確保方策 ３００ ３００ ３００ ３００ ３００ 

過不足 ２２ ３４ ４７ ５６ ６７ 

⑧子育て援助活動支援事業（ファミリー・サポート・センター事業） 

乳幼児や小学生等の児童を有する子育て中の保護者を会員として，児童の預かり等の援助を受けることを希望す

る者と当該援助を行うことを希望する者との相互援助活動に関する連絡・調整を行う事業です。 

（単位：件） 

  令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

量の見込み １，８６６ １，７８５ １，６９８ １，６３４ １，５６３ 

確保方策 １，８６６ １，７８５ １，６９８ １，６３４ １，５６３ 

過不足 ０ ０ ０ ０ ０ 

⑨養育支援訪問事業，要保護児童等に対する支援に資する事業 

【子育てヘルパー派遣事業】 

養育支援が必要な世帯に対し，家事，育児等の援助を行うことで，当該家庭の抱える養育上の諸問題の解決・軽

減を図り，家庭の養育力の育成及び向上を支援するために，子育てヘルパーを派遣する事業です。                    

（単位：人） 

  令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

量の見込み ２４ ２６ ２９ ３２ ３５ 

確保方策 ２４ ２６ ２９ ３２ ３５ 

過不足 ０ ０ ０ ０ ０ 

 

【児童家庭相談事業】 

児童虐待など，子どもを取り巻く問題は，複雑・多様化しており，問題が深刻化する前に早期に発見し，支援し

ていくことで家庭の安定を図るとともに，地域におけるきめ細やかな支援体制を整える事業です。 

（単位：人） 

  令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

量の見込み １，２２０ １，３４０ １，４７０ １，６１０ １，７７０ 

確保方策 １，２２０ １，３４０ １，４７０ １，６１０ １，７７０ 

過不足 ０ ０ ０ ０ ０ 
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 ⑩放課後児童健全育成事業（放課後児童会） 

保護者が就労等により，昼間家庭にいない小学生に対し，授業の終了後に小学校の余裕教室等を利用して適切な

遊び及び生活の場を与え，児童の健全な育成を図る事業です。         （単位：人） 

  令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

量の見込み ２，２５３ ２，１７２ ２，０７７ １，９３１ １，８３２ 

確保方策 ２，４９５ ２，４９５ ２，４９５ ２，４９５ ２，４９５ 

過不足 ２４２ ３２３ ４１８ ５６４ ６６３ 

⑪利用者支援事業 

子ども及びその保護者が，認定こども園・幼稚園・保育所での教育・保育や一時預かり等の地域子ども・子育て

支援事業の中から適切なものを選択し，円滑に利用できるよう，市役所の窓口や地域子育て支援拠点等で相談を受

け付ける事業です。 

   令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

確保方策 
基本型・特定型 2か所 2か所 2か所 2か所 2か所 

母子保健型 １か所 2か所 2か所 2か所 2か所 

⑫実費徴収に係る補足給付を行う事業 

保護者の世帯所得の状況等を勘案して，幼稚園利用者の副食費相当額等を助成する事業です。 

⑬多様な主体が本制度に参入することを促進するための事業 

特定教育・保育施設等への民間事業者の参入の促進に関する調査研究，その他多様な事業者の能力を活用した特

定教育・保育施設等の設置又は運営を促進するための事業です。 
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 「すくすく・のびのび・子育てが楽しいまち くれ」の基本理念に基づき，子ども・子育て支援に関す

る施策を推進していくため，次の７つの視点で基本目標を設定します。 

 

す 

く 

す 

く 

・ 

の 

び 

の 

び 

・ 

子 

育 

て 

が 
楽 
し 

い 

ま 

ち  

く 

れ 

  １ 地域で子どもと

子育て家庭を支え

る支援 

 ①地域における子育て支援の充実 

   ②教育・保育の受け入れ体制の充実 

   ③子育て支援のネットワークづくり 

   ④子どもがのびのびと育つ居場所づくりの推進 

   ⑤子育て情報の発信力強化 

     
  ２ 親と子の心と体

の健康づくり 

 ①子どもや母親の健康の確保 

   ②「食育」の推進 

   ③思春期保健対策の充実 

   ④小児医療の充実 

     
  ３ 子どもの健やか

な成長に向けた教

育・保育の充実 

 ①次代の親の育成 

   ②子どもの生きる力の育成に向けた学校の教育環境等の整備  

   ③家庭や地域の教育力の向上 

   ④青少年の健全育成及び非行等への対応 

     
  ４ 子どもと子育て

にやさしい生活環

境の整備 

 ①子どもの安全の確保 

   ②安心して外出できる環境の整備 

   ③安全・安心なまちづくりの推進 

     
  ５ 仕事と子育ての

両立支援 

 ①切れ目のない支援の充実 

   ②ワーク・ライフ・バランスの実現のための働き方の見直し  

   ③子育てと仕事の両立の推進 

   ④家庭生活・地域活動への男女共同参画の推進 

     
  ６ 支援・配慮を必要

とする子どもとそ

の家庭への支援 

 ①児童虐待防止対策の更なる強化 

   ②障害児施策の充実 

   ③ひとり親家庭等の支援の充実 

     
  ７ 全ての子どもた

ちが夢と希望を持

って成長していけ

る社会の実現 

(子どもの貧困対策) 

 ①教育の支援 

   ②生活の支援 

    ③保護者に対する就労の支援 

   ④経済的な支援 

   ⑤子どもの貧困に対する調査研究等 

   ⑥施策の推進体制等 

 

 基本理念 基本目標 重点施策 

５ 実施計画                                     
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基本目標３  子どもの健やかな成長に向けた教育・保育の充実  

◆子ども一人一人が自ら持つ個性や可能性を教育や遊び，暮らしの中で伸長させることができるよう，

家庭，学校，保育所，幼稚園及び地域が連携しながら様々な事業を展開します。 

■重点施策 

 ①次代の親の育成 

 ②子どもの生きる力の育成に向けた学校の教育環境等の整備 

 ③家庭や地域の教育力の向上 

 ④青少年の健全育成及び非行等への対応 

基本目標２  親と子の心と体の健康づくり 

◆親子の健康が確保されるように，保健，福祉，医療，教育の各分野が連携しながら母子保健事業を展

開し，健康づくりを推進します。 

◆医療機関等との連携により，必要なときに適切な医療が受けられるよう小児医療体制の確保・充実に

努めます。 

■重点施策 

 ①子どもや母親の健康の確保 

 ②「食育」の推進 

 ③思春期保健対策の充実 

 ④小児医療の充実 

■重点施策 

 ①地域における子育て支援の充実 

 ②教育・保育の受け入れ体制の充実 

 ③子育て支援のネットワークづくり 

 ④子どもがのびのびと育つ居場所づくりの推進 

 ⑤子育て情報の発信力強化 

◆ 安心して預けることのできる教育・保育の受け入れ体制の充実を図ります。 

◆ 子どもがのびのびと育つ居場所づくりを推進します。 

◆ 子どもを安心して生み育てることができるよう，保育サービスの充実や相談，情報提供，児童の健

全育成事業などを実施し，子どもの成長と子育てを支援します。 

◆ 次代を担う子どもや子育て家庭を地域全体で支え合うため，子育てネットワークの形成を推進しま

す。 

◆ 子どもや保護者が，保育所や幼稚園，認定こども園などの教育・保育施設や一時預かり，放課後児

童会などの支援事業の中から，適切なサービスを選択し，円滑に利用できるよう利用者支援を行いま

す。 

◆ 必要な情報を求める子育て世帯に対して適切に情報を発信できるよう，子育て情報の発信力を強化

します。 

基本目標１  地域で子どもと子育て家庭を支える支援 
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基本目標５  仕事と子育ての両立支援 

 ◆育児休業などの各種法制度の普及・定着や子育てしやすい就業形態の導入など，企業に対し子育てに

対する理解や協力を働き掛け，男女が協働して家庭責任を担うことができる就労環境の整備に努めま

す。 

◆子育てや地域活動，趣味の活動等「家庭」と「仕事」のバランスが取れた生き方の実現に向けた気運

を醸成します。 

◆若者が住み慣れた地域の中で将来設計を立てられるよう，企業・国・自治体が連携して，安定した雇

用促進に向けた取組を推進します。 

■重点施策 

 ①切れ目のない支援の充実 

 ②ワーク・ライフ・バランスの実現のための働き方の見直し 

 ③子育てと仕事の両立の推進 

 ④家庭生活・地域活動への男女共同参画の推進 

基本目標４  子どもと子育てにやさしい生活環境の整備 

◆事故や犯罪の被害から子どもを守るため，地域ぐるみで協力しながら安全で安心できる生活環境づく

りを推進します。 

◆子どもが快適な環境の中で生まれ育ち，活動できる重要な要素となる住まい，地域，生活環境，道路

交通環境などの整備を行い，良好な環境の中で生活できるよう支援します。 

■重点施策 

 ①子どもの安全の確保 

 ②安心して外出できる環境の整備 

 ③安全・安心なまちづくりの推進 

基本目標６  支援・配慮を必要とする子どもとその家庭への支援 

◆虐待で苦しむ子どもたちを零にするための児童虐待防止対策の更なる強化に努めます。 

◆ひとり親家庭等の自立支援，障害児施策など，様々な状況にある支援が必要な子どもとその保護者を

支えていくため，保健，福祉，医療，教育などの関係機関の連携を強化し，効果的な取組を推進しま

す。 

■重点施策 

 ①児童虐待防止対策の更なる強化 

 ②障害児施策の充実 

 ③ひとり親家庭等の支援の充実 
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基本目標７  全ての子どもたちが夢と希望を持って成長していける社会の実現（子どもの貧困対策） 

◆家庭の経済的貧困など様々な要因により，夢と希望を持つことが困難な状況にあえぐ子どもたちを支

援していくため，教育・生活・保護者の就労などの支援施策を推進し，全ての子どもが生まれ育った

環境に左右されることなく，夢や目標に向かってチャレンジできるよう，教育の支援，生活の支援，

就労の支援，経済的支援等の充実に努めます。 

■重点施策 

 ①教育の支援 

 ②生活の支援 

 ③保護者に対する就労の支援 

 ④経済的な支援 

⑤子どもの貧困に対する調査研究等 

⑥施策の推進体制等 

第２期呉市子ども・子育て支援事業計画～概要版～ 
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